
労働者が健康を保持増進するために、労働者の自助努力に加えて、事業者の行う

労働者の健康づくりへの取組など健康管理の積極的な推進が必要とされています。

今回のセミナーは、改正された「事業場における労働者の健康保持増進のための

指針」や「コラボヘルスの推進」、「事業場の取組事例」を学ぶことにより、各事業場の

実態に即した労働者の健康保持増進対策にお役立ていただくことを目的としてい

ます。

事業者が労働者の健康保持増進対策を行うメリット

場 所： 鹿児島県医師会館 3階中ホール2 （鹿児島市中央町8-1）

内 容： 第１部 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の解説」

講師：鹿児島産業保健総合支援センター 副所長

内 容： 第2部 「事業場におけるコラボヘルスの推進」

講師：全国健康保険協会 鹿児島支部 企画総務部 保健グループ 職員

内 容： 第3部 「事業場における取組事例」

講師:事業場 産業保健スタッフ

対 象 者 ： 事業者、衛生管理者、人事労務担当者など

定 員： 65名（先着順となります）

申込期限： 令和5年7月18日（火）まで

申込方法： ＨＰメールフォーム、右記ＱＲコード

お申し込みはこちらから

https://ssl.formman.com/t/rtbm/

日 時： 令和5年7月25日（火）14時～16時

労働者の健康保持増進対策を行うことで、事業者にとっては「労働生産性の向上」、「労働災害件数や

休業日数の減少」、「メンタルヘルスの改善」といったメリットがあることが、学術研究の成果や事業場

などでの先進的な取組事例から示されてきています。

健康リスクを放置することは、事業者にとっても大きな損失につながりかねないことから、労働者の

健康リスクを低下させるような予防的な取組が重要です。

詳しくはHPをご覧ください ▶ ▶ ▶ 鹿児島産保 検索

鹿児島産業保健総合支援センター ☎ 099-252-8002
独立行政法人 労働者健康安全機構

お問合せ先
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